
学校教育目標 

☆ なかよく 

☆ かしこく 

☆ たくましく 

令和７年１１月号 北本市立北小学校 

 

け や き 
目指す学校像：子供も大人も「みんなが幸せ」になれる学校を目指して 
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《お願い》 
11月となり、過ごしやすい季節となりまた。

今月は、持久走学習など、体を動かす機会が多

くなります。冬に備え、体力をつけていけるよ

うにしたいものです。 

早めの就寝を心がけていきましょう。乾燥し

てくる季節ですので、うがい・手洗いをこまめ

に行い、感染症予防対策をしていきましょう。 

 

１ 土  17 月 変則B⑤ 
４～６年hyper-QU（2回目） 
ロング昼休み 

（北小まつりリハーサル） 
クラブ 

２ 日  

３ 月 文化の日 

４ 火 B⑤⑥ 

全校朝会 

ロング昼休み（北小まつり準備） 
18 火 B⑤⑥ 

北小まつり 

第 3回学校運営協議会 

５ 水 朝清掃 教育相談日 19 水 朝清掃 

招待給食 ６ 木 小中歌声交流 

20 木 朝清掃 

変則A④給食 13:10下校 

※５の２のみ変則 A⑤ 
研究発表会 

５年２組研究授業（体育） 

５の２のみ 14:50下校 

７ 金 B⑤⑥ 

北小タイム（体力） 

１年生活科校外学習 

給食試食会 

21 金 変則B⑤  

北小タイム（体力） 

個人面談② 

８ 土  22 土  

９ 日  23 日 勤労感謝の日 

10 月 朝清掃 

学校訪問のためA⑤ 

安全点検日 

24 月 振替休日 

25 火 朝清掃 A⑤  
個人面談③ 

11 火 朝清掃 A⑤  

個人面談① 

26 水 朝清掃 A⑤ 

個人面談④ 

12 水 朝清掃  

5年市内音楽会 

SC教育相談日 

27 木 朝清掃  

３年トヤマ楽器見学 

第２回学校保健委員会 

15:00～ 13 木 朝清掃 

28 金 朝清掃 A⑤  

4年民謡教室 
個人面談⑤ 

 

14 金 県民の日 

15 土  29 土  

16 日  30 日  

 

◇個人面談よろしくお願いします 

 今月は、個人面談を予定しております。 

限られた時間ではありますが、お子さんの 

様子等をお話できるよい機会となるよう 

にしたいと思います。よろしくお願いしま 

す。なお、４～６年生は、個人面談にて埼 

玉県学力・学習状況調査の結果を配布する 

予定です。 

 

◇いろいろな行事を通して 

 5年生は、市内音楽会に向けて、放課後 

練習をしています。6日は、宮内中の生徒 

と歌声を披露し合い、交流します。 

 北小まつりでは、縦割り班でお店役と客 

さん役に分かれ、それぞれの班が準備した 

出し物を通して、異学年が交流します。 

 

１１月の生活目標 

※欠席する際は、（連絡メール「マチコミのお休み連絡」

にて、８：００までにご連絡ください。 

マスクを忘れずに持たせてください 

  給食の配膳のときに、マスクを使用し
ます。必ず、マスクを持たせてください。 
 
※給食用のマスクを必ず、給食毎日セッ
ト（歯ブラシ・コップ、ナフキン、は
し、マスク）に入れて持たせてくださ
い。 

※ランドセルのポケットに予備マスク
を入れておくことを推奨します。 

子供たちの輝く笑顔を大切に！ 

校 長  内 田 浩 子 

 

 

１０月１８日（土）好天に恵まれ、運動会を無事 
終えることができました。 
子供たちは、運動会のスローガン「協力し 全力 
出して 六色にかがやけ！」のもと、競技や表現で実力 
を発揮し仲間とともにがんばりました。 

保護者の皆様におかれましては、９月末のテント設営から始まり、前日準備、当日の応援、

終わりの会の校歌伴奏、運動会終了後のテント撤収作業等、様々な形で多くの方々にご支援、ご

協力をいただきました。また、ＰＴＡ役員の皆様、受付や誘導等大変お世話になりました。

本当にありがとうございました。 

改めて、学校教育目標『子供も大人も「みんなが幸せ」になれる学校』と、指導の重点「心

と体を鍛え、最後までやり抜く子の育成」を目指すことの大切さを実感することができまし

た。今後も引き続き、ご支援ご協力をお願いします。 

 

 

 

「いじめ防止対策推進法」の第４条に「いじめの禁止 児童等は、いじめを行ってはなら
ない。」と定められています。いじめは重大な人権侵害です。 
本校では、児童に何らかの兆候が見られた際、学級担任のみならず学年主任や生徒指導主

任、管理職を含めた教職員で情報を共有し、時には関係機関と連携して組織的に早期解決に
努めています。そして、被害にあった児童に寄り添い、守ることを最優先に対応しています。 

近年、自分専用のスマートフォンを持つ子供たちが多く、SNS などの利用が日常的なものになっ

ています。インターネット上のコミュニケーションは、対面と違い、声のトーンや相手の表情などの情

報がなく、文字だけで相手の気持ちを判断しなくてはなりません。文字だけで気持ちを伝えることは

とても難しく、自分は普段と同じ感覚で冗談を言っていただけと思っていても、相手はそれをいじめと

捉えるということがあります。 

子供たちをトラブルから守るために、今一度、各ご家庭でも「いじめ」 
について話し合うとともに、「ネット利用のルール」の徹底をお願いします。 
子供たちが、安心して生活することができるよう、学校、家庭、地域が一体となり、「いじ

めは絶対に許さない！」という強く決意する一方で、「いじめは、いつでも、どこでも、どの
子にも起こり得る」という認識をもちながら、子供たちを見守り、いじめの根絶を目指しま
しょう。 

 

  秋が深まりましたが、まだまだ寒暖差があります。室内は、

温かくても、外は寒い季節です。脱ぎ着がしやすい服装で、お

願いします。 

運動会が無事、終わりました！ 

11月は「いじめ撲滅強調月間」 
いじめは絶対に許さない！！ 


